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は じ め に

札幌市では、平成 16 年９月に子ども・子育て支援分野の総合計画として「さっぽろ子ども

未来プラン」を策定し、これまで２度の改定を行い、社会全体で子ども・子育て家庭を支え

るための取組を進めてまいりました。

この間、札幌市で１年間に生まれる子どもの人数は、10 年前と比べて 1,000 人以上減少す

るなど少子化が急速に進んでおり、札幌市の人口はここ数年のうちに減少局面に転じること

が見込まれています。その一方で、女性の就業率の高まりに伴い、保育ニーズは増加を続け

ていることなど、子どもとその子育て世帯を取り巻く環境は大きく変化しており、多様な保

育サービスの提供やそこで働く保育人材の確保に向けた支援、仕事と子育ての両立支援など

の取組の必要性が増大してきました。

また、札幌市では、平成 21 年４月に「子どもの最善の利益を実現するための権利条例」を

施行し、かけがえのない存在である子どもたちが、健やかに成長していくための環境の充実

に取り組んでまいりました。一方、児童虐待の認定件数が増加傾向にあるほか、令和元年６

月には札幌市内で２歳の女の子がお亡くなりになるという重大事案も発生しており、このよ

うな事が二度と起こらないような対策に取り組んでまいります。

こうした課題や市民の皆様からの御意見を踏まえ、この度、第４次となる「さっぽろ子ど

も未来プラン」を策定しました。本プランでは、これまで以上に社会全体で子ども、子育て

家庭を支えるという決意を込めて、地域の社会資源の活用や、組織横断的な取組を基本的な

視点に位置付けております。札幌で子育てをして良かったと皆様に思っていただけるよう、

全庁を挙げて、子どもの視点に立ったまちづくりを積極的に進めてまいります。

　

最後に、この計画策定に当たり、札幌市子ども・子育て会議や札幌市子どもの権利委員会

の委員を始め、アンケート調査やグループヒアリングに御協力いただいた方々、パブリック

コメントに意見を寄せていただいた子どもたちや多くの市民の皆様、関係機関、団体の方々

から多大な御協力を賜りましたことに、心からお礼を申し上げます。

令和２年（2020 年）３月
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